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議案第 ４５ 号 

 

 

令和６年度  美 咲 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （第１２号） 
 

 

令和６年度美咲町の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

 

（繰越明許費の補正） 

第１条 繰越明許費の変更は、「第１表 繰越明許費補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。 

 

令和７年３月１４日 

 

美咲町長  青  野  高  陽 

 

-1-
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１．追加変更 （単位：千円）

補正前金額 補正後金額

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 847,314 1,164,659

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 94,406 248,588

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 110,905 117,314

8 土 木 費 2 道 路 橋 り ょ う 費 6,000 16,400

旭 地 域 多 世 代 交 流 拠 点 整 備 事 業

第　1　表　　　　　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事        　　　　 業   　　　　      名

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 整 備 事 業

美 咲 町 多 世 代 交 流 拠 点 整 備 事 業

狭 あ い 道 路 整 備 促 進 事 業

-2-

-2-



 

議案第４６号 

 

   工事請負契約について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

                      美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   工事請負契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号及び美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１７年美咲町条例第６５号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   多世代交流拠点関連施設集約化事業 

            美咲町役場旭総合支所解体撤去工事 

 

２ 契約の方法   随意契約 

 

３ 契 約 金 額   ７４，８００，０００円 

           （内消費税額 ６，８００，０００円） 

 

４ 契約の相手方   勝田郡勝央町勝間田２２５番地の５ 

            佐藤建設株式会社  

             代表取締役 佐藤 公泰 

 

 

提案理由 

政令及び条例で定める基準を超えているため。 
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議案第４７号 

 

   工事請負契約について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

                      美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   工事請負契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号及び美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１７年美咲町条例第６５号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   多世代交流拠点関連施設集約化事業 

            旭町民センター解体撤去工事 

 

２ 契約の方法   随意契約 

 

３ 契 約 金 額   ５４，２７２，６８０円 

           （内消費税額 ４，９３３，８８０円） 

 

４ 契約の相手方   美咲町西５９３番地 

            株式会社森脇興業 

             代表取締役 森脇 茂 

 

 

提案理由 

政令及び条例で定める基準を超えているため。 
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議案第４８号 

 

   工事請負契約について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

                      美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   工事請負契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号及び美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１７年美咲町条例第６５号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   多世代交流拠点関連施設集約化事業 

旭文化会館解体撤去工事 

 

２ 契約の方法   随意契約 

 

３ 契 約 金 額   ４８，６１９，８９０円 

           （内消費税額 ４，４１９，９９０円） 

 

４ 契約の相手方   美咲町西５９３番地 

            株式会社森脇興業  

             代表取締役 森脇 茂 

 

 

提案理由 

政令及び条例で定める基準を超えているため。 
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議案第４９号 

 

   工事請負契約について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

                      美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   工事請負契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号及び美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１７年美咲町条例第６５号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   公共施設集約化事業 

柵原クリーンセンター解体工事 

 

２ 契約の方法   随意契約 

 

３ 契 約 金 額   １５８，４００，０００円 

           （内消費税額 １４，４００，０００円） 

 

４ 契約の相手方   熊本県熊本市南区野田３丁目１３番１号 

            株式会社前田産業 

             代表取締役 木村 洋一郎 

 

 

提案理由 

政令及び条例で定める基準を超えているため。 
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議案第５０号 

 

   工事請負契約について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

                      美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   工事請負契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号及び美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１７年美咲町条例第６５号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   美咲町大垪和コミュニティセンター整備事業 

設計・施工業務工事 

 

２ 契約の方法   随意契約 

 

３ 契 約 金 額   ２０９，０００，０００円 

           （内消費税額 １９，０００，０００円） 

 

４ 契約の相手方   （株）山本工務店・（株）丹羽建築設計事務所共同企業体 

            代表企業 

            津山市横山３９９番地１ 

株式会社山本工務店  

代表取締役 山本 幸治  

 

            構成員 

            岡山市北区内山下一丁目４番２１号 

株式会社丹羽建築設計事務所 
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 代表取締役 丹羽 雅人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

政令及び条例で定める基準を超えているため。 
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議案第５１号 

 

   工事請負契約について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

                      美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   工事請負契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号及び美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１７年美咲町条例第６５号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   美咲町飯岡コミュニティセンター整備事業 

設計・施工業務工事 

 

２ 契約の方法   随意契約 

 

３ 契 約 金 額   ４１８，０００，０００円 

           （内消費税額 ３８，０００，０００円） 

 

４ 契約の相手方   ライフデザイン・カバヤ株式会社・株式会社ベン建築設計 

共同企業体 

           代表企業 

           岡山市北区中仙道二丁目９番１１号 

            ライフデザイン・カバヤ株式会社 

代表取締役 窪田 健太郎   

 

           構成員 

           岡山市北区番町一丁目１番６号 
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            株式会社ベン建築設計 

代表取締役 大月 始  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

政令及び条例で定める基準を超えているため。 
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議案第５２号 

 

   財産の取得の変更について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  

令和７年３月１４日 

 

 美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

財産の取得の変更について 

 

次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第８号及び美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１７年美咲町条例第６５号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 取得の目的   美咲町多世代交流拠点整備事業 行政棟什器備品取得の 

ため 

 

２ 取得品目等   行政棟什器備品 一式 

 

３ 取 得 金 額   変更前  ７１，５００，０００円 

           （内消費税額 ６，５００，０００円） 

           変更後  ７７，４７３，０００円 

           （内消費税額 ７，０４３，０００円） 

 

４ 取得の相手方   津山市戸島６３４番地１２ 

            日笠商事株式会社 

代表取締役 日笠 晴夫  

 

提案理由 

 政令及び条例で定める基準を超えているため。 
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議案第５３号 

 

   財産の譲渡について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

財産の譲渡について 

 

 次のとおり財産を譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 財産の表示 

（１）土地 

  所在地      美咲町下谷３８８番１ 外３筆 

  地 目      宅地 

  地 積      ２８，６１０．６８平方メートル 

（２）建物 

  上記の土地に附随する建物及び建物に附帯する設備一式 

 

２ 譲 渡 金 額   １５，０５０，０００円 

 

３ 譲渡の相手方   美作市福本６５６番地２ 

            株式会社美作マテリアル 

             代表取締役 井上 稔朗 

 

 

提案理由 

 未利用普通財産の有効活用を図るため。 
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譲渡財産一覧 

土 
 

地 

所 在 地 地 目  地 籍（㎡） 

岡山県久米郡美咲町下谷３８８番１ 宅地 22,131.00 

岡山県久米郡美咲町下谷３８８番５ 宅地 66.00 

岡山県久米郡美咲町下谷３９０番２ 宅地 2,328.68 

岡山県久米郡美咲町柵原７３２番４ 宅地 4,085.00 

計 ４筆 28,610.68  

建 
 

物 

所 在 地 岡山県久米郡美咲町下谷３８８番１外 

種 類 構 造 床面積（㎡） 

管理棟 鉄筋コンクリート造平屋建 486.26 

教室棟 鉄筋コンクリート造３階建  2,304.48 

技術教室棟 鉄骨造平屋建 415.00 

渡廊下 鉄骨造平屋建 54.79 

ランチルーム 鉄骨造平屋建 330.42 

体育館 鉄骨造一部２階建  1,824.71 

武道館 鉄骨造平屋建 351.33 

プール コンクリート・鉄骨造 一式 
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議案第５４号 

 

   財産の譲渡について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

財産の譲渡について 

 

 次のとおり財産を譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 財産の表示 

（１）土地 

  所在地      美咲町大戸下６５５番２ 外８筆 

  地 目      宅地外 

  地 積      １６６４．９４平方メートル 

（２）建物 

  上記の土地に附随する建物及び建物に附帯する設備一式 

 

２ 譲 渡 金 額   ９４７，４９４円 

 

３ 譲渡の相手方   美咲町大戸下７０９番地の２ 

            Ｈｉｃｏｒｅホールディングス株式会社 

             代表取締役 小郷 浩範 

 

 

提案理由 

 未利用普通財産の有効活用を図るため。 

 

 

12



譲渡財産一覧 

土 
 

地 

所 在 地 地 目  地 籍（㎡） 

岡山県久米郡美咲町大戸下６５５番２ 宅地 28.75    

岡山県久米郡美咲町大戸下６５７ 宅地 7.68 

岡山県久米郡美咲町大戸下６５９番２ 宅地 115.52 

岡山県久米郡美咲町大戸下６６０番３ 宅地 34.07 

岡山県久米郡美咲町大戸下６７０番３ 宅地 33.18 

岡山県久米郡美咲町大戸下６７０番４ 宅地 21.34 

岡山県久米郡美咲町大戸下６７０番７ 宅地 1401.00 

岡山県久米郡美咲町大戸下６７４番２ 公衆用道路 21.00 

岡山県久米郡美咲町大戸下６７６番２ 宅地 2.40 

計 ９筆 1664.94 

建 

物 

所 在 地 岡山県久米郡美咲町大戸下６７０番７ 

種 類 構 造 床面積（㎡） 

体育館 鉄骨造平屋建 775.00 
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議案第５５号 

 

   財産の譲渡について 

 

 上記の議案を提出する。 

  

 

  令和７年３月１４日 

 

 美咲町長  青 野 高 陽     

 

 

   財産の譲渡について 

 

次のとおり財産を譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１７年美咲町条例第６５号）第３条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

１ 財産の表示 

（１）土地 

  所在地      美咲町南１０７６番６ 外５筆 

  地 目      山林、保安林 

  地 籍      １２３，８６１．００平方メートル 

（２）土地に定着する財産 

           上記の土地上の立木（２０，５４７本） 

 

２ 譲 渡 金 額   １８，０００，０００円（内消費税額１，５００，０００円） 

 

３ 譲渡の相手方   美咲町江与味１１３３番地 

   江与味製材株式会社 

   代表取締役 難波 高明 

 

提案理由 

  森林資源の有効活用を図るため。 
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譲渡財産一覧 

土 
 

地 

番号 所 在 地 地 目 地 籍（㎡） 

１ 岡山県久米郡美咲町南１０７６番６ 保安林 6,340.00    

２ 岡山県久米郡美咲町南１８７８番２ 保安林 34,182.00 

３ 岡山県久米郡美咲町南１８７８番１ 山林 15,278.00 

４ 岡山県久米郡美咲町南１８８９番１ 山林 28,290.00 

５ 岡山県久米郡美咲町南１８９７番１ 山林 39,603.00 

６ 岡山県久米郡美咲町南１８７８番３ 保安林 168.00 

計 ６筆 123,861.00 

立 
 

木 

所 在 地 岡山県久米郡美咲町南１０７６番６外 

樹 種 材 種 
本 数 

（本） 

材 積 

（㎥） 

スギ 
一般 918 1,387.12 

低質 102 135.32 

樹 種 計 1,020 1,522.44 

ヒノキ 
一般 16,008 5,168.01 

低質 3,519 587.38 

樹 種 計 19,527 5,755.39 

合   計 20,547 7,277.83 
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議案第５６号 

 

教育長の選任について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和７年３月１４日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

教育長の選任について 

 

 美咲町教育長に下記の者を選任したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所   津山市北町２９番地の３ 

 

氏  名   藤 原 敬 三 

       昭和４０年６月２３日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 任期満了に伴い、教育長を選任するため。 
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履     歴     書 

 

 

住   所    津山市北町２９番地の３ 

 

氏   名    藤
ふじ

 原
わら

 敬
けい

 三
ぞう

 

 

生 年 月 日    昭和４０年６月２３日 

 

学           歴 

 

昭和６３年３月  国立大阪教育大学教育学部卒業 

 

経           歴 

 

昭和６３年４月  岡山県立誕生寺養護学校教諭 

平成 ３年４月  勝山町立勝山小学校教諭 

平成 ８年４月  久米町立喬松小学校教諭 

平成１３年４月  中央町立加美小学校教諭 

平成１７年４月  岡山県教育センター指導主事 

平成１９年４月  岡山県総合教育センター指導主事 

平成２４年４月  岡山大学大学院教育学研究科准教授 

平成２７年４月  津山教育事務所総括参事 

平成２９年４月  岡山県総合教育センター教科教育部長 

令和 ２年４月  美咲町立旭小学校長 

令和 ５年４月  美咲町立旭学園校長 

現在に至る 
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